
 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、共済組合へ振込み（共済積立貯金の臨時入金及び貸付金繰上償還等）する際に使用

している共済組合指定の振込依頼書は、令和 6 年 8 月以降、廃止となる予定です。 

 令和 6 年 8 月以降共済組合への振込みは、共済組合の指定口座へ各金融機関窓口から金融

機関所定の振込用紙を使用した振込みやＡＴＭ及びインターネットバンキング等からの振込

みをお願いします。 

 なお、このことにより振込手数料は、振込人負担となりますのでご了承ください。 

 ※一部例外を除く 

  �����主な振込先口座について ����� 

  【振込先金融機関】 滋賀銀行 県庁支店 普通預金 

 【受 取 人 名】  シガケンシチヨウソンシヨクインキヨウサイクミアイ 

  【口 座 番 号】 貯金経理（口座番号 11869）・貸付経理（口座番号 11847） 

 ※その他、組合から振込みを依頼する場合の振込先口座番号については、その都度ご案

内します。 

  �����振込人（ご依頼人）名について ����� 

   振込人名について、振込みの際は、「氏名（フルネーム）」及び組合員証の「記号（3

桁）」又は「番号（組合員によって桁数は異なります）」を記入（入力）のうえ振込みを

行い、振込みをした旨を必ず共済組合事務担当課に組合員からご連絡するようにお願い

します。 

 

 お問い合わせ先   経理課  TEL 077-525-5782   

     ～令和 6 年 8 月から～   

組合員の皆さまへ！共済組合への振込みにかかる

振込手数料が振込人負担となります！ 

 

 

例】 111 キヨウサイ ハナコ 

   キヨウサイ ハナコ 111 

   キヨウサイ ハナコ 99999 etc. 

※数字は氏名前後どちらでも大丈夫です。 

重要 


